
  

ガイドライン： ナショナルチーム等強化対象選手への費用補助内容 

(2023 年度第 1 版) 

公益財団法人日本セーリング連盟オリンピック強化委員会 

 

1. はじめに 

2023 年度に於いて、公益財団法人日本セーリング連盟（以下「連盟」という。）宛に公益財団法人日本オリン

ピック委員会（以下「JOC」という。）及び独立行政法人日本スポーツ振興センター（以下「JSC」という。）から割

り当てられた補助金等については、次世代選手向けの事業については微減ないし増額となっている事業もある

一方で、特に NT 及びシニア強化の原資となる「選手強化活動事業」において前年比３割超の減額となるなど

厳しい状況となっており、今後一層の大会派遣等が見込まれることを鑑みれば、限られた資源の適正配分と適

正使用についてについてより踏み込んだ施策を進めていく必要のある年度となっている。 

 

本ガイドラインは上記状況を鑑み、2023 年度のナショナルチーム等強化対象選手に対する費用補助内容に

ついて定めるものである。特に内容については 2022 年対比不変とするものの、ナショナルチームに対しては上

記状況を鑑み別途定める通り総額キャップを付与するものとし、シニア強化選手については全日本インセンティ

ブおよび国内合宿の補助を打ち切っている為、関係各位におかれては関連書類について熟読を願いたい。内

容については毎年補助金等の予算が確定するタイミングで見直しを実施するとともに、足許の社会情勢等を鑑

みて適宜修正を行うこともある。 

 

対象となるナショナルチーム等強化対象選手に於いては本ガイドラインを熟知し、常にガイドラインに沿って

適切に申請等を行うことを心掛けること。また、私的な目的を持って虚偽の申請を行うこと等については連盟等

により厳正な処分が下されることについて留意をするとともに、セーリング競技を代表する選手としての高潔な

意識を持ち、費用の縮減について常に努力を払わなければならない。 

 

2. 費用補助内容 

 下記に定める事項について、対象選手分についての費用補助を行う。また、NT、NT-A 選手については帯同

するコーチ 1 名分（企業コーチ、プライベートコーチ等）について、９．１０．を除いて補助を行う。 

 対象区分、大会数等については別紙「サポート内容一覧」を参照のこと。 

     なお、下記補助対象経費については全額オリンピック強化委員会（以下「オリ強」という。）から支給をするが、 

    自己負担金として JOC事業(ユース強化の国外渡航を除く)の場合は 33％相当額を、toto事業の場合は 20％ 

    相当額を別途直接請求あるいは参加費のかたちで請求する。 

 

【日本国外渡航の場合】 

１． 渡航航空券代(*2) 

エコノミークラスに限る。ディスカウント運賃として妥当なもの。 

原則出発地(A)‐目的地(B)間の往復分(トランジット目的での経由地を含む)を補助するが、帰国せず次の目

的地(C)に向かう場合は下記の点に留意のこと。また、いずれの場合に於いても対象大会終了後、別途「サ

ポート内容一覧」に定められた期間内に帰国、ないし次の目的地に向けて出発する必要がある。 

 

・C で行われる大会等が補助対象である場合は、A-B,B-C,および C-A のいずれもが補助対象となる 

・C で行われる大会等が補助対象でない場合、A-B,B-C のみ補助対象となり、C‐A は補助対象外 

          

(*2)海外空港税、空港施設利用料、燃料サーチャージ、発券手数料を含む。 

 

２． １．に付随する超過手荷物料金 



ボード、マスト、セール等の必要最低限の競技用備品見合いのものに限る。 

 

 

３． 査証代（代行手数料を含む） 

対象の渡航期間に於いて必要になる場合に限る。 

 

４． 自宅－１．の対象空港間の交通費 (日本国内に限る) 

日本国外に渡航する場合、原則として国内交通費は支給しない。 

ただし、自宅最寄り駅から対象空港最寄り駅までの鉄道・バス距離が片道 100km を超える場合で、航空

機・新幹線等を使用することが最も合理的な交通手段として考えられる場合に於いては、その往復費用に

ついて補助を行う。 

航空機の使用はエコノミークラスに限る。また、ディスカウント運賃として妥当なものであることを条件とする。

新幹線についてはグリーン車料金は対象外とする。 

 

５． 渡航期間中の渡航先での移動に伴う交通費(船舶・鉄道・バス・タクシー) 

タクシーの利用はやむを得ない場合に限り、精算時に理由書を添付して提出のこと。 

 

６． 渡航期間中のレンタカー代（ガソリン代を含む） 

レンタカーを利用した場合は精算時に理由書と利用ルート図を添付して提出のこと。 

 

７． 渡航期間中の宿泊費 

15,000 円/1 日/人を上限とし、期間は「サポート内容一覧」に定める。食事付きの場合は食事代込みでの

上限とする。ただし、特段の理由(*3)等によって上限を超えることが不可避である場合については、別途オ

リ強担当コーチに相談のこと。 

 

(*3) 大会組織委員会が宿舎を指定する場合、地域相場が著しく高騰している場合、安全確保上やむを得 

ない場合等 

 

８． 新型コロナウイルス検査（PCR・抗原定量検査）に係る費用 

 

９． 渡航期間中の日当(3,000 円/日/人) 

期間は「サポート内容一覧」に定める。 

 

１０．大会エントリーフィー 

 

上記に定めていないもの（コンテナ輸送関連費、競技艇チャーター費用、コーチボートチャーター代等）につ 

   いては補助を行わない。それらの費用についてオリ強にて立て替えた場合は、負担者に分担請求を行う。 

 

【日本国内合宿の場合】 

１１．自宅‐目的地間の往復交通費（航空機、鉄道、バス） 

日本国内の自宅最寄り駅から目的地最寄り駅までの鉄道・バス距離が片道 20km 以上の選手に、往復

運賃を支払う。遠方の選手は航空機利用（国内線に限る）を可とするが、エコノミークラスかつディスカウン

ト運賃として妥当なものに限る。 

鉄道利用の場合、妥当性を有する場合新幹線・特急の指定席の利用も可とするが、グリーン車料金は対

象外とする。 

コーチを除き、自家用車・レンタカーでの合宿参加は原則認めない。他に妥当な交通手段がない場合や自



艇持ち込み等の理由によりやむを得ず使用する場合は事前にオリ強担当コーチに相談、承認を得ること。 

 

 

１２．１１．に付随する超過手荷物料金 

ボード、マスト、セール等の必要最低限の競技用備品見合いのものに限る。 

 

１３．機材（競技艇・コーチボート等）輸送費用（離島合宿の場合に限る） 

オリ強が離島（座間味島・沖縄本島等）での合宿を主催し、機材の輸送が必要な際に海上輸送費、フェリー

輸送費、トラック輸送費について補助を行う。手配はオリ強にて行う。 

 

１４．合宿期間中の現地でのレンタカー代（ガソリン代を含む） 

やむを得ずレンタカーを利用した場合は精算時に理由書と利用ルート図を添付して提出のこと。（１１．を参

照） 

 

１５．合宿期間中の宿泊費 

8,000 円/1 日/人を上限とし、期間は「サポート内容一覧」に定める。食事付きの場合は食事代込みでの上

限とする。 

 

１６．新型コロナウイルス検査（PCR・抗原定量検査）に係る費用 

 

 

3. 特記事項 

・ 上記費用は選手個人やコーチが一旦立て替えることも可能である。立替者が法人である場合（法人カード

を使用しての支払い等）連盟は個人宛に振り込みを実施するが、振込後当該法人に全額返納していること

を示す証書の提出を求めることがある。 

・ 補助金と自己負担金の相殺処理は不可。一旦補助金を全額支払った上で負担金請求とする。負担金の

支払者は法人でも可。 

・ 上記内容について不明点がある場合は適宜オリ強担当コーチ宛に相談のこと。 

 

以上 


